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写 

２消安第 2700号 

令和２年９月23日 

 

都道府県知事 殿 

 

 

農林水産省消費・安全局長 

 

 

令和２年度における高病原性鳥インフルエンザ等の防疫対策の徹底について 

 

高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ（以下「本病」という。）

の防疫対策については、今般全部変更した「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性

鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」（令和２年７月１日農林水産大

臣公表。以下「防疫指針」という。）により実施するほか、「令和元年度における高病

原性鳥インフルエンザ等の防疫対策の強化について」（令和元年９月24日付け元消安

第2118号農林水産省消費・安全局長通知）等により、都道府県の家きん飼養農場に対

する発生予防対策に関する情報提供及び指導又は助言を実施していただくようお願い

してきたところです。 

我が国においては、平成30年１月以降本病の発生は確認されていませんが、本年に

入ってから中国では１月及び２月に、フィリピンでは３月及び７月に、ベトナムでは

１月から８月までに、台湾では１月から９月までに、ロシアでは７月から９月までに

家きんでの高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されています。野鳥においても、

８月には、韓国において低病原鳥インフルエンザウイルス、ロシアにおいては高病原

性鳥インフルエンザウイルスの感染が確認される等、周辺国における本病の発生状況

を考慮すれば、引き続き厳重な警戒が必要と考えられます。 

つきましては、渡り鳥が本格的に飛来するシーズンを迎えるにあたり、飼養衛生管

理基準の遵守により本病の発生予防対策を徹底するとともに、特に下記の事項に留意

の上、万一の発生に備えたまん延防止対策に万全を期すようお願いします。 

 

記 

 

１ まん延防止対策 

（１）早期発見・早期通報 

家きんの飼養者、獣医師等に対して、家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）

第13条の２第１項の規定に基づき、農林水産大臣が指定する症状の内容について周知
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するとともに、当該症状を呈している家きんを発見したときは、遅滞なく、当該家きん

又はその死体の所在地を管轄する都道府県にその旨を届け出るよう、指導すること。 

また、本病は家きんの死亡羽数の増加が比較的緩やかな場合もあることを踏まえ、家

きんの飼養者に対し、平時から飼養する家きんの健康状態について注意深く観察するとと

もに、死亡羽数の増加はもちろんのこと、産卵率の低下、さらには元気消失といった異状

が見られた場合の早期通報を徹底するように周知すること。 

 

（２）的確な初動対応の徹底及び連携体制の確認 

都道府県は、家きんの飼養者、獣医師等から上記（１）の届出を受けた場合には、速や

かに、防疫指針第４に基づく対応を的確に実施できるよう、体制を改めて確認すること。

また、万一の発生に備え、防疫指針第２－２の２の（２）に基づき、近隣都道府県、

市町村、関係機関及び関係団体との連携体制の確認をすること。 

また、防疫指針第２－２の２の（４）に基づく発生時の精神的及び身体的ストレ

スへのケアのための対応や、防疫指針第４の９に基づく食鳥処理場における本病

発生時の対応等について、県内の総務部局、精神保健主管部局、公衆衛生部局及び環

境部局等との連携体制を確認すること。 

 

（３）本病の発生に対する必要な人員、防疫資材及び埋却地等の確保 

万一、本病が発生した場合に備え、速やかに防疫措置が講じられるように、防疫

指針第２－１の２の（６）及び第２－２の１の（１）に基づき、必要な人員を確保

するとともに、防疫資材、検査試薬、特殊自動車等を必要量確保し、又はそれらの

緊急時における円滑な入手について、調達先を確認し、調整（緊急時の連絡体制

の確認を含む。）を行うこと。また、本病発生時の防疫措置に伴い必要となる埋

却地及び焼却施設等の確保状況ついて、確認を行うこと。また、事前確保が十分

でない場合は、防疫指針第２－１の２の（７）に基づく調整を行うこと。 

 

２ その他（野鳥のサーベイランス） 

別添のとおり環境省から野鳥のサーベイランスの協力依頼があったことを

踏まえ、引き続き、防疫指針第４の７に基づき、自然環境部局と相互に連絡、適切に分担

して野鳥のサーベイランス検査を実施するとともに、野鳥等において本病ウイルスが確

認された場合には、必要に応じて、周辺農場に立入検査を実施するほか、注意喚起及び

家きんの健康観察の徹底を指導すること。 

 

以上 



家きんの高病原性・低病原性鳥インフルエンザの発生状況（2018年以降）
高病原性発生地域＝

低病原性発生地域＝

※１ 地図上の配色は家きんについて
※２ （）は病原性
※３ 高病原性・低病原性併発地域は高病原性と表記

出典:OIE報告（Immediate notification）等

2020年9月17日現在

※1赤字は更新点

※2 日付は発生日又は検体回収日に基づく

※3 [ ]は野鳥及び愛玩鳥等における発生を示す

※4 本図は発生の有無を示したもので、その後の清浄性確認については記載していない

※5 Immediate notification のうち最新のものを記載

※6 韓国のウイルス亜型の詳細については「韓国における野鳥からのインフルエザウス分離事例」を参照

《 東アジア 》
中国 H5N1（高） 2020.1.24 台湾 H5N8（高） 2018.1.31

H5N6（高） 2020.2.2 H5N2（高） 2020.8.8

[2020.1.2] H7N7（低） 2019.1.10

H7N9（高） 2018.5.22 H5N5（高） 2019.9.9

[H7N9（高） [2019.3.17] H5（高） 2019.10.27

韓国※ H7N7（低） [2019.3.25] 香港 H5N6（高） 2018.1.18

H5N1（低） [2019.3.14]他 [2018.4.7]

《 ロシア・NIS諸国 》

ロシア H5N2（高） 2018.8.9

H5 （高） 2020.8.11

[2020.8.28]

H5N8（高） 2020.7.28

日本 H5N6（高） 2018.1.10

《 東南アジア 》

ベトナム H5N1（高） 2020.7.23

H5N6（高） 2020.8.21

ラオス H5N1（高） 2018.10.10

カンボジア H5N1（高） 2018.8.20

H5N6（高） 2019.3.25

H7N4（低） 2018.2.24

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ H5N1（高） 2018.3.21

マレーシア
H5(高)
H5N1（高）

[2018.12.15］
2018.7.27

フィリピン H5N6（高） 2020.7.6

《西アジア》

イスラエル H5N8（高） 2018.4.20

[2020.1.27]

《南アジア》

インド H5N1（高） [2020.3.22]

2020.3.15

ネパール H5N1（高） [2019.3.17]

2019.6.11

H5N1（低） 2018.5.20

アフガニスタン H5（高） 2018.1.14

2018.1.23

パキスタン H5N8（高） [2018.1.26]

ブータン H5N1（高） 2019.4.6

イラン H5N1（高） [2018.1.31]

H5N8（高） 2018.12.24

《ヨーロッパ》

オランダ H5N6（高） 2018.2.24 デンマーク H5N6（高） [2018.12.22]

フランス H5N1（低） 2018.3.22 H5（低） 2019.6.25

H5N5（低） 2018.3.29 H5N1（低） 2020.1.27

H5（低） 2019.10.3 H7（低） 2019.3.12

ブルガリア H5N8(高) 2020.6.4 フィンランド H5N6（高） [2018.4.18]

H5(高) 2019.3.13 H5N6（高） [2018.4.27]

スウェーデン H5N6（高） [2018.2.24] 英国 H5（低） 2019.12.4

2018.3.11 ポーランド H5N8（高） 2020.1.17

H5（低） 2018.5.23 ［2020.1.6］

アイルランド H5N6（高） [2018.1.31] スロバキア H5N8（高） 2020.1.9

ドイツ H5N6（高） [2018.1.4] ハンガリー H5N8（高） 2020.3.29

2018.3.20 ルーマニア H5N8（高） 2020.1.13

H5N8（高） 2020.3.27 チェコ H5N8（高） 2020.1.17

[2020.1.16] ウクライナ H5（高） 2020.1.18

イタリア H5N3（低） 2020.6.15

H7N1（低） 2020.4.16

《南北アメリカ 》

米国

ミズーリ州 H7N1（低） 2018.2.26

テキサス州 H7N1（低） 2018.3.6

カリフォルニア州 H7N3（低） 2018.10.4

H5（低） 2019.4.15

ミネソタ州 H5N2（低） 2018.10.19

ノースカロライナ州 H7N3（低） 2020.3.10

サウスカロライナ州 H7N3（高） 2020.4.6

メキシコ H7N3（高） 2019.6.19

ドミニカ共和国 H5N2(低) 2018.11.2

チリ共和国 H7（低） 2019.8.27

※2018年4月16日にOIEの規定に基づき清浄化

《中東》

エジプト H5N2（高） 2019.2.21

イラク H5N8（高） 2020.5.9

クウェート H5N8（高） [2019.1.24]

サウジアラビア H5N8（高） 2020.1.30

《アフリカ》

ナミビア H5N8（高） [2019.2.3]

ナイジェリア H5N6（高） 2019.6.25

南アフリカ共和国 H7（低） 2020.7.15

《オセアニア》

オーストラリア H７N7（高） 2020.7.24

H5N2（低） 2020.8.8

H7N6（低） 2020.8.18

《中央アジア》

カザフスタン H5（高） 2020.9.11

[2020.9.5]

K.Nakajima
テキストボックス
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